
一般社団法人　　富山県芸術文化協会

＊（一社）富山県芸術文化協会の特色は、

１） 本県の美術・音楽・芸能・文芸・生活文化を包括した総合的な文化団体であること。

２） 年間を通して活動する恒常的な文化団体であること。

３） 作家・芸術家を中心にして、鑑賞者をふくめた民間の文化団体であること。

＊一般社団法人富山県芸術文化協会の事業は、おおよそ次の通りです。

１） 富山県芸術祭の開催（展覧会・演奏会・舞台公演）

２） 特別企画による芸術文化事業の開催

[例]　富山県こどもフェスティバル
　　　　富山県青少年美術展
　　　　芸術鑑賞
　　　　富山県民芸術祭
　　　　とやま舞台芸術祭
　　　　県民ふれあい公演

３） 芸術文化団体の海外派遣事業及び招へい事業

４） 芸術文化行事の後援・協賛

５） 総合機関誌『藝文とやま』（年１回）刊行

６） 広報誌「藝文協だより」（年５回）刊行

７） 総合文芸誌『とやま文学』（年１回）刊行

８） 芸術文化に関する調査・研究等

１） 広報誌「藝文協だより」が無料で配布され、県内で催される展覧会・演奏会
や舞台公演について知ることができます。

２） 総合機関誌『藝文とやま』を無料でお渡し致します。
（但し、郵送の場合は送料実費負担とします。）

３） 芸文協が主催する行事及び刊行物について、割引または無料になることがあります。

　　　　　　以上のほか、報道機関が開催する文化行事のうち藝文協が共催する場合は、
　　　　　　同じように優遇を受けられることもあります。

芸文協入会のおすすめ

＊一般社団法人富山県芸術文化協会の会員として入会されると次のような優遇を
　 受けられます。



＊入会の方法

（一社）富山県芸術文化協会の会員になりたい方は、いつでも入会できます。
 年会費２，０００円を添え、下記あてお申し込み下さい。

　　一般社団法人　富山県芸術文化協会　事務局
〒９３０－００９６　　富山市舟橋北町７－１　富山県教育文化会館内

　　　　Tel （０７６）４４１－８６３５　内線１２３

＊芸術文化協会に加盟している団体（例えば日本画家連盟）に所属の方は正会員、
　 それ以外の方は鑑賞会員になります。

切り取って下さい

（ふりがな） 職　　業 年　　齢 男　・　女

氏　　　名

住　　　所 〒 　　　（Tel ）

勤務先 　　　（Tel ）

芸文協加盟所属団体 　あり（ ） 　　　・　なし

趣味等

入会後は、退会届が出されない限り継続会員とみなします。
なお、会費は年度ごとに納入下さい。

一般社団法人　富山県芸術文化協会新規入会申込書


